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information

令
和
２
年
度
海
部
南
部
水
道
企
業
団

職
員
採
用
候
補
者
試
験（
令
和
３
年
度

採
用
）を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

●
募
集
職
種
・
人
員

　

一
般
事
務
職　

１
名

●
募
集
要
項
・
申
込
書
の
配
布

　

海
部
南
部
水
道
企
業
団
総
務
課
で

配
布
し
ま
す
。
な
お
、
海
部
南
部
水

道
企
業
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://

am
asui.co-site.jp/recruit.ltm

i

）か

ら
も
入
手
で
き
ま
す
。

●
申
込
期
間

　

８
月
３
日（
月
）～
１8
日（
火
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
１5
分

※
土
曜
・
日
曜
お
よ
び
祝
日
を
除
く

●
試
験
日

　

①
第
１
次
試
験　

９
月
20
日（
日
）

　

②
第
２
次
試
験　

１0
月
下
旬
予
定

●
問
合
せ
・
書
類
提
出
先	

　

愛
西
市
西
條
町
大
池
１
８
０
番
地

　

海
部
南
部
水
道
企
業
団　

総
務
課

　

☎
３
２

－

３
１
１
１（
代
）

※
郵
送
申
込
み
は
受
け
付
け
て
お
り
ま

せ
ん
。

海
部
南
部
水
道
企
業
団

職
員
募
集
に
つ
い
て

ア
ル
コ
ー
ル
に
関
す
る
お
悩
み
を
抱

え
て
い
ま
せ
ん
か
。

精
神
科
医
師
と
専
門
の
相
談
員
が
お

話
を
伺
い
ま
す
。

●
日

時

　

８
月
20
日（
木
）

　

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

●
場

所

　

津
島
保
健
所（
津
島
市
橘
町
４
丁
目

50

－

２
）

●
対

象

　

ア
ル
コ
ー
ル
が
原
因
の
健
康
問
題
に

お
悩
み
の
ご
本
人
ま
た
は
ご
家
族

●
申
込
方
法
・
申
込
期
限

　

８
月
１8
日（
火
）ま
で
に
津
島
保
健
所

へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い(

予
約
制
・
定

員
２
組)

●
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

津
島
保
健
所	

健
康
支
援
課

　

☎
２
６

－

４
１
３
７

ア
ル
コ
ー
ル
専
門
相
談

愛
知
県
で
は
、
が
ん
の
ピ
ア
サ
ポ
ー

タ
ー
に
よ
る
が
ん
患
者
さ
ん
と
そ
の
ご

家
族
を
対
象
と
し
た
電
話
相
談
を
行
っ

て
い
ま
す
。

■
ほ
っ
と
ラ
イ
ン

　

☎
０
５
２

－

６
８
４

－
８
６
８
６

●
こ
ん
な
と
き
に
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
「
が
ん
の
不
安
や
悩
み
を
聞
い
て
欲

し
い
」、「
地
域
の
医
療
機
関
の
情
報

を
得
た
い
」、「
が
ん
の
患
者
会
に
参

加
し
た
い
」、「
同
じ
が
ん
の
体
験
者

と
話
し
た
い
」な
ど

●
開
催
日

　

毎
週
火
曜
・
木
曜
と
土
曜（
月
２
回
）

●
開
催
時
間

・
午
前
１0
時
～
正
午（
受
付　

午
前
１１

時
30
分
ま
で
）

・
午
後
１
時
～
４
時（
受
付　

午
後
３

時
30
分
ま
で
）

●
問
合
せ
先

　

ご
予
約
を
お
勧
め
し
ま
す
。
詳
細
日

程
の
ご
確
認
、
ご
予
約
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
ミ
ー
ネ
ッ
ト
事
務
所
ま
で
。

　

☎
０
５
２

－

２
５
２

－

７
２
７
７　

　

受
付　

火
曜
～
土
曜　

午
前
９
時
30

分
～
午
後
５
時

「
が
ん
サ
ポ
ー
ト
ほ
っ
と

ラ
イ
ン
」の
ご
案
内

い
じ
め
、
虐
待
な
ど
、
子
ど
も
の
人

権
に
関
わ
る
悩
み
ご
と
、
心
配
ご
と
な

ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

相
談
内
容
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま

す
の
で
、
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、
気
軽
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

●
日

時

　

８
月
28
日（
金
）～
９
月
３
日（
木
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

　

た
だ
し
、
８
月
2９
日（
土
）・
30
日

（
日
）は
午
前
１0
時
～
午
後
５
時

●
問
合
せ
先

・
相
談
専
用
電
話

　
（
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
）

　

☎
０
１
２
０

－

０
０
７

－
１
１
０

（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

・
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
じ
ん
け
ん
相
談
＠
名
古
屋

法
務
局　

公
式
ア
カ
ウ
ン
ト

　

＠snsjinkensoudan

・
名
古
屋
法
務
局
人
権
擁
護
部

　

☎
０
５
２

－

９
５
２

－

８
１
１
１

　
（
内
線
１
４
８
３
）

全
国一斉「
子
ど
も
の
人
権

１
１
０
番
」強
化
週
間
の

実
施
に
つ
い
て


